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令和 7 年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。組合員の皆様、関

係者の皆様には、日頃より当会の活動にご理解とご協力を賜り心より御礼申し上げま

す。 

昨年元日に発生した能登半島地震では、鳳珠小売酒販組合、七尾小売酒販組合をは

じめ多くの組合員の皆様が、店舗や自宅の全半壊、商品の破損等の被害に見舞われま

した。 

被災状況を踏まえ速やかに三団体会長にて協議し、義援金のお願いをさせていただ

きました。皆様のあたたかいご協力に改めて御礼申し上げます。 

また、今もなお生活再建の最中にある組合員の皆様が多くいらっしゃることに、心を

痛めております。 

昨年は各地で地震や風水害がございました。被災された皆様の一日も早い復興をお

祈りするとともに、引き続き中央会としてできることをさせていただきたいと思いま

す。 

 

昨年は酒類を取り巻く環境の変化を肌で感じる一年だったように思います。2 月には

厚生労働省が「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を公表しました。 

ガイドラインは、アルコール健康障害の発生を防止するため、国民がアルコールに関

連する問題への関心と理解を深め、不適切な飲酒を減らすために活用されることを目

的とするものです。取り纏めに際しては、酒類業中央団体連絡協議会やアルコール問

題ＷＧでも、検討を重ね、酒類業界の意見を反映させてきましたが、「飲酒は健康に悪

影響がある」と取られるような報道も一部で見られることから、ガイドラインの趣旨

の周知が、引き続きの課題であると認識しています。 

 

また、11 月には改正道路交通法が施行され、自転車の走行中における携帯電話の使

用（ながらスマホ）と酒気帯び運転の罰則が強化されました。販売場においては、自

転車で来店されるお客様へのお声がけなど対応が必要な場合があるとともに、「20 歳

未満飲酒防止・飲酒運転撲滅全国統一キャンペーン」では、自転車の飲酒運転につい

ても注意を呼び掛けていただければと思います。 

キャンペーンは、小売酒販組合の重要な事業として定着し、地域でも認知され、関

係各所からも評価をいただいております。これもひとえに各組合並びに組合員の皆様



のご尽力のおかげでございます。各地域のご負担を少しでも軽減し、今後も小売酒販

組合の代表的な活動の一つとしてキャンペーンを継続していけるよう、中央会として

も一層のサポートを図りたいと考えております。 

 

政策提言については、経済団体より提出された規制改革要望である「デジタル技術

を活用した完全無人店舗での酒類の販売」に際し、【反対】の立場で活動を行っていま

す。様々な分野でデジタル技術が活用されていますが、酒類の販売に際しては、20 歳

未満の飲酒防止のみならず、飲酒運転やアルコール健康障害の抑制、さらに地域の安

心や安全といった幅広い観点から、その在り方を検討しなければなりません。消費者

の利便性、経営の合理化のみを追求することは、中長期的にみれば真の消費者利益と

は言えないのではないでしょうか。 

我が国は酒類がいつでも・どこでも買える状況にあります。酒類の特殊性から販売

や購入に際しては、一定の制約があって然るべきと考えています。これはＷＨＯをは

じめとする世界的潮流であり、国税庁や厚生労働省とも認識を共有するものです。維

持すべきところと変化すべきところをしっかりと見極め、必要な対応をしてまいりま

す。 

 

中央会は昨年 6 月の総会で役員改選が行われ新体制となりました。役職員一丸とな

り、高い緊張感と使命感を持って、業界を取り巻く環境を俯瞰し、社会的使命を果た

してまいります。 

結びに、本年が皆様にとって、よい年になることを祈念いたしまして、年頭のご挨

拶とさせていただきます。 


